
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◇ 知って得するお金と暮らしのワンポイント 

～おひとり様のライフプラン～ 

◆ <広告>  Zoom 旅行相談／ﾐﾌﾞ･ｶﾌｪ･ｾｯﾄ ／㈲福田観光社 

◇ <広告> リフォームご相談・住まいの教室／クボデラ㈱ 

◆ <広告>  USG(Underground Gas Switch)設置のご案内 

／㈱ジェルシステム 

◇ <広告>  JCM 車買取り／㈱JCM 

◆ <広告>  電気自動車用 高速充電設備導入を 

     ご検討のみなさまへ／㈱エスコ 

 

 

 

◆ 組合事業のご案内 

◇ 大口・多頻度割引の割引率について 

◆ ETC コーポレートカードと KTK ETC カード 

◇ 首都高速道路の新料金体系 

◆ NEXCO からの注意事項 

◇ 外国人技能実習生共同受入れ事業 

◆ 中小企業トップセミナーのご案内 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

http://www.ktk.or.jp 

関 東 通 信 事 業 協 同 組 合 
〒105-0001 

東京都港区虎ノ門 1-1-3 磯村ビル 5階 

TEL 03-3508-0566 FAX 03-3508-0567 
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耳よりインフォメーション 2022.9 

 

☆大塚商会「たのめーる」カタログが組合員限定特別割引でご利用に 

なれます！（カタログ価格より更に割引。ただし、一部商品を除く） 

☆リサイクルトナーカートリッジや出張の際のホテルプランなど格安にご提供

いたします。他にもフラワーギフトや季節のギフトなどもご案内いたします。 

 

 

 

ご利用頻度の少ない車両を減らし、レンタカーやカーシェア等を利用 

してみませんか！ 
 

 

①日産レンタカー 
通常のレンタカー料金の２０～４７％割引の組合員限定特別価格！ 

 

②オリックス自動車カーシェアリング 
最短３０分から利用可能。 の満タン返却不要。 

 

 
 

高速道路通行料の割引が受けられる２種類のカードを取り扱って   

います。 

①大口・多頻度向け⇒ETC コーポレートカード 

②小口・多頻度向け⇒KTK ETC カード 
 

各高速道路㈱の時間帯割引から更に割引を実施！ご利用状況をお聞きし、 

どちらのカードが最適かご提案いたします。 

 

 
 

全国同一の組合員特別価格でご利用できます。カードごとに給油  

利用明細が発行されるので管理がしやすく、利用分析が可能です！ 

☆各社とも全国どこでも同一単価(組合員契約価格/ただし高速道路の

スタンドは除く)。 

☆カード入会金や年会費は無料。 

☆カードの盗難・紛失保険付(保険料無料)。 

 
 

名刺印刷やカラー印刷を格安料金で承ります！ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ETC2.0 を使用する事業用車両に限り、2023 年 3 月末日まで拡充割引が適用 

★ＥＴＣ2.0搭載車両についてコーポレードカード割引が最大４０％割引、 

圏央道が約２０％割引となります。 

■1 ケース 100 枚入り  

■会社のロゴ貼付(\330 税込)などオプションもご用意 

■10 ケース以上は送料無料 

① ② 

パイオニア製ＥＴＣ2.0車載器を特別斡旋販売しております。 

購入支援として組合員特別助成を実施中！ 

価格は事務局までお問い合わせ下さい。 

☆Ａ４ 片面フルカラー １8円／枚（税込）から 

☆Ａ４ 片面モノクロ    3円／枚（税込）から 
 

 パターン 価格（10％税込） 

モノクロ 
片面 ￥1,100 

両面 ￥1,650 

フルカラー 

片面 ￥1,650 

両面（裏面モノクロ） ￥2,090 

両面（両面フルカラー） ￥2,310 

 

＜2022年 8月現在＞ 

販売が再開しておりましたが、部品入手困難により再び

生産に支障が出ております。 

現状では9月頃まで商品供給ができない見込みです。 

ご迷惑をお掛けいたしますことをお詫び申し上げます。 

組合事務局からのお知らせ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区 分 職種名/技能検定職種：85 職種 156 作業(2021 年 3 月 16 日現在)  

建 設 
さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建設大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、 

配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工、築炉 

食品・農業・漁業 
缶詰巻締、食鳥処理加工、加熱性水産加工食品製造、非加熱性水産加工食品製造、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工、ハム・ソーセージ・

ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造、耕種農業、畜産農業、漁船漁業、養殖業 

機械・金属 
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、

電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造 

繊 維 
紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製

造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製 

その他 

家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、 

自動車整備、ビルクリーニング、介護、リネンサプライ、コンクリート製品製造、宿泊、空港グランドハンドリング、ＲＰＦ製造、鉄道施設保

守整備、ゴム製品製造 
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協同組合としての社会貢献を鑑み、具体的な Co2 削減を図るべく『エコライフ 地球温暖化対策

地域協議会』を各地に設立し、運営の支援を行っておりました。平成１９年度まで補助対象で  

あった自動電圧調整装置「エポック ２１」については、当組合を通じて約 300 件が設置され、  

環境省より補助を受けました。 （補助額：総費用の３分の１） 

 

他にも、空調機の省エネ、基本料金４０％削減の電子ブレーカー、太陽光発電など  

ご提案いたします。 

 
 

電子ブレーカー 

空調機制御装置 

我が社では将来、 

ミャンマーに進出を考えて  

いるが、それに向けて人材の 

養成ができないだろうか… 

■がん保険（Aflac） 

弊組合を通じてお手続きされますと、 

お得な「団体扱い」保険料が適用されます。 

お気軽にご相談下さい。 

商工中金のご融資、きらぼし銀行（旧：東京都民銀行）

「スモールビジネスローン(無担保・翌日回答)」のご紹

介をしております。 

 

★商工中金で融資を受けるには“商工中金へ出資している 

団体に所属していること”が条件となります。 

当組合では皆様が融資を受けられるよう商工中金へ出資して

おります。これまで多くの組合員企業様に 

ご利用頂いております。 

各種保険のお取次ぎをいたします。 

■中小企業退職金共済(中退共) 

受け入れ対象 ： 中国・ミャンマー・ベトナム・フィリピン・インドネシア他 

 

法務省・厚生労働省による公的制度である「外国人技能実習生共同受入れ制度」 

を通じて国際交流を図ることが可能です。当組合は 25年の実績と経験を基に、 

受入れに伴う申請書類の作成や企業へ派遣前の事前研修はもちろん、 

実習生へのメンタルヘルスも含めたフォローまで当組合で責任をもって行います。 

また、技能実習から特定技能への変更も行っています。 

 

■対象職種■ 
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＊ＥＴＣコーポレートカード 大口・多頻度割引＊ 

    2022年 4月 1日以降の大口・多頻度割引の割引率について 

大口・多頻度割引の車両単位割引の 10%拡充措置について、2023年 3月末まで延長となりました。 
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利

用 
大口・多頻度利用の車、ＥＴＣ車載器の搭載車 小口・多頻度利用の車、ＥＴＣ車載器の搭載車 

特  

 

徴 

①カード１枚につきご登録車両のみ利用可能 

 （他の車両へのカードの使いまわしは厳禁！） 

②申込車両の車検証名義が法人名義車両のみ発行可能。 

③割引対象道路は東・中・西日本高速道路㈱指定の      

高速道路。 
 ※一般有料道路は利用可能であるが、割引対象外です。他の道路管理者の 

道路（首都高、阪神高、本四）についてもそれぞれの割引がございます。 

④車両入替の場合は、カードが交換になります。 

①カード１枚につき登録車両の他に、 

 自社所有の他の車両での利用も可能。 

②車検証名義が法人名義、個人名義どちらでも発行可能 

③割引対象道路は、東・中・西日本高速道路㈱の高速道路

＜全線＞及び、一般有料道路、本州四国連絡高速道路 

④車両入替の場合は、当組合にて登録の変更を行い、 

 カードはそのまま利用できます。 

 

割

引

率 

各高速道路(株)の実施時間帯割引後、下記①、②の割引率

が付加されます。※平日朝夕割引も適用となります。 
 

①東／中／西日本高速道路㈱の高速道路及び首都高速、 

阪神高速 
 

1）車両割引 

カード１枚当たりの高速道路及び首都高速、阪神高速の 

それぞれの利用料金が月5,001円以上の場合、利用額に 

応じて、10～40％程度の割引を適用。 

  ETC2.0を使用する事業用車両に限り、２０２３年３月末まで 

拡充割引が適用。 

☆一般有料道路は京葉道路・東京湾アクアライン・圏央道

(ETC２．０のみ)・新湘南バイパス(ETC２．０のみ)・伊勢湾岸自

動車道(東海ＪＣＴ～飛島ＪＣＴ/ＥＴＣ２．０のみ)が割引対象。 
 

 ２)団体割引 

1社当たりの法人の高速道路利用額が一定以上を超えた 

場合、割引を適用。 

   但し、カード１枚当たりのＮＥＸＣＯ高速道路の平均利用額が 

   3万円以下の会社は適用外(首都高・阪神港の場合は 

   平均利用額が１万円以下の会社は適用外)。 
  

②「本州四国連絡道路」も各利用額に応じて割引を適用。  

月当たりの各高速道路会社の個別通行料に基づき     

優待対応を行います。（ETC 車載器にて通行した料金のみ

優待の対象となります。手渡し通行では、優待は受けられま

せんのでご注意下さい。） 

 

①東／中／西日本高速道路㈱・本州四国連絡高速道路の

道路について、それぞれの通行実績に応じて、平日朝夕割

引およびマイレージ割引の還元額をそのまま割引致します。 

 

②首都高速道路、阪神高速道路の割引はありません。 

 

費 

   

用 

① データ管理料：カード 1枚 月額 210円(税込) 

   （カード 1 枚当たりの月額利用額が２５，０００円を下回る  

場合は 1枚につき 734円(税込)） 

② カード取扱手数料（NEXCO年会費）： 

カード 1枚につき年間 629円(税込) 

➂ 保証金：月通行額の２ヶ月分をお預け入れ(原則) 
 

他、カードの追加発行や再発行時に、１枚につき 629 円(税込)の

発行手数料がかかります。 

①カード管理料（マイレージポイント管理料）： 

カード 1枚 月額 210円(税込) 

  但し、カード発行初月は無料サービス 

②マイレージ手数料：通行額に応じて 2～3％ 

③カードの年会費は無料 

④保証金：月通行額の 2 ヶ月分をお預け入れ(原則) 

 

 

メ

リ

ッ

ト 

①大口・多頻度利用向けで、各高速道路会社の高速道路の利用が

増えれば増えるほど割引率が高くなります。 

①NEXCO の高速道路だけでなく一般有料道路の利用に ついて

も割引を付与いたします。 

②個人名義の車輌についても、法人用として発行可能。 

また、登録車以外の車でも走行可能(レンタカー等も含む)。 

(その場合、通行明細の１通行毎に※印が表記され判別が可能

です。)  

両カード共通のメリット 
１．高速道路の料金所を通過する際に、その都度、 小銭を用意する手間が省けます。 

２.車両の運行管理が便利で簡素化出来ます。 

   ①料金後払いカードの為、高速道路の通行の際に、現金の収受の手間がかかりません。 

（1か月分を翌月 20日に請求翌々月 1日に自動振替支払い） 

   ②通行明細が会社ごと及びカードごとに 1 ヶ月単位で発行されます。加えて 4道路ごとに料金の明細がでます。 

   ③通行明細は、郵送の他にメールにて電子データ（エクセル形式）で受け取ることができ、運行管理の IT化が可能です。 

３．カードには盗難・紛失保険がついています。（ショッピングやクレジットには利用できない ETC専用カードです） 

＊＊＊ 当組合では高速道路通行料金の割引が受けられる２種類のカードを取り扱っております。 ＊＊＊ 

(2022年 4月改) 
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首都高速からのお知らせ 

 ２022年 4月 1日から首都高速道路の料金が変わりました 

▶▶▶上限料金の見直し 

首都高速道路では、2016 年 4 月に対距離料金制度へ移行(上限料金：普通車 1,320 円)し、首都圏のネットワーク整備も相まり、都心

部の通過交通は減少したものの、都心部通過に際し周辺の路線よりも首都高速道路が割安な場合などがあり、依然として都心部に  

渋滞が発生している状況です。そこで、都心部の通過交通をこれまで以上に抑制する必要があることを踏まえ、より公平な料金体系に

向けて、長距離利用において上限料金の見直しがお壊れました。 

また、上限料金の見直しと合わせて、物流を支える車の負担が大幅に増加しないよう、大口・多頻度割引について、更なる拡充を行うと

ともに、比較的 交通量が少ない深夜帯をよりご利用頂けるよう、深夜割引を新たに導入されました。 

0.1km 10  

 

 

 

2022 3 31 

 

ETC 2022 4 1  

▶▶▶大口・多頻度割引の更なる拡充(ETC車)  

2022 4 1  

首都高における 1ヶ月の 

ETCコーポレートカード 1枚ごとの利用額 

現行 

割引率 
4月 1日からの 

割引率 

５千円までの部分 なし なし 

５千円超え 1万円までの部分 10％ 10％ 

１万円超え ３万円までの部分 15％ 20% 

３万円を超える部分 20％ 25% 

2026 3  

 2022 4 1  

1ヶ月の ETCコーポレートカード 1枚ごとの 

中央環状線の内側を通行しない利用額 
現行 

拡充割引率 
4月 1日からの 

拡充割引率 

1万円超の部分 5％ 10% 

JCT JCT   

2026 3  

▶▶▶深夜割引の新たな導入(ETC車)  

深夜０時から４時までの間に首都高の入口等を 

通過する車両（ETC無線通行に限る）の料金を 

20%割引します。 
 

※深夜割引の適用判定は、首都高の最初の ETC アンテナとの通信時間が基準と

なります。 

※詳細・具体的な料金例については、 

首都高速のサイトをご確認ください 

↓↓↓ 

https://www.shutoko.jp/fee/ 

fee-info/2022fee/ 
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本事業についての詳細は弊組合ホームページをご覧下さい⇒⇒http://www.ktk.or.jp/project_introducion/trainee.html  

★お問い合わせ★関東通信事業協同組合 海外事業グループ TEL：03-3508-0566 

 

※但し、優良受入機関に認定されますと受入可能人数も倍になります。 

　
組合入会手続き

　

現地面接・採用決定

事前教育の実施

本邦外での講習実施

申請書作成

入国査証申請

技能実習生入国

集合講習の実施

技能実習1号の開始

巡回指導実施と記録作成

技能検定試験の受験

技能実習1号修了

　

在留資格変更の手続き

技能実習2号の開始

在留資格更新の手続き

技能検定試験の受験

技能実習2号修了

3号移行実習生の

1ヶ月以上の一時帰国

在留資格変更の手続き

技能実習3号の開始

在留資格更新の手続き

技能実習3号修了・帰国

技

能

実

習

3

号

期

間

準

備

・

審

査

期

間

技

能

実

習

1

号

期

間

技

能

実

習

2

号

期

間

区 分 
職  種  名 

技能検定職種：85職種 156作業(2021年 3月 16日時点) 

建 設 

さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、    

とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、     

サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工、

築炉 

食品・農業・漁業 

缶詰巻締、食鳥処理加工、加熱性水産加工食品製造、非加熱性水産加工食品製造、      

水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、     

そう菜製造業、農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造、耕種農業、畜産農業、      

漁船漁業、養殖業 

機械･金属 

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、        

アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器    

組立て、プリント配線板製造 

繊 維 

紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、    

紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、      

座席シート縫製 

その他 

家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、

紙器･段ボール製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、      

リネンサプライ、コンクリート製品製造、宿泊、空港グランドハンドリング、ＲＰＦ製造、 

鉄道施設保守整備、ゴム製品製造 

 

常勤従業員総数 30人以下 31～40人 41～50人 51～100人 101～200人 201～300人 301人以上 

受入れ可能人数 3人まで 4人まで 5人まで 6人まで 10人まで 15人まで 
常勤従業者数

の 20分の 1 

 

技術習熟

滞在期間　最長5年

(優良受入機関のみ)

技能実習1号修了、帰国

在留資格変更 技能実習2号修了、帰国 技能実習3号修了、帰国
雇用契約締結 技術応用

入
国
講
習

技能実習1号 技能実習2号 技能実習3号

1年以内 2年以内 2年以内
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

FAX ０３－３５４５－２１９０   中小企業トップセミナー参加申込書    

東京都中小企業団体中央会 労働課 行 
＊中小企業トップセミナーに参加料を添えて申し込みます。                  ２０２２年   月   日      

所 在 地 
（〒   －    ） 

名 称  

代表者氏名 
 

Ｔ Ｅ Ｌ  ＦＡＸ  

 
役職名：             氏名： 

 
役職名：         氏名： 役職名：         氏名： 

 ※参加申込に関する個人情報は、本セミナー以外の目的には使用いたしません。              (関東通信事業協同組合 所属組合員） 

中小企業トップセミナー 

新時代に『次の一手』を 〜混迷の時代に今、何を考えるべきなのか〜 
主 催：東 京 都 中 小 企 業 団 体 中 央 会 

後  援：公益財団法人東京都中小企業振興公社 

コロナ禍やウクライナ問題、世界経済の停滞などにより、中小企業には厳しい経営環境が続いています。 

こうした「混迷の時代」だからこそ、先を見据え、今まで以上に変革していくことが求められています。  

３年ぶりの開催となる今回の中小企業トップセミナーでは、経済ジャーナリストの須田慎一郎氏や株式会社龍角散の

藤井隆太社長をお招きし、それぞれの視点から中小企業経営に有益なお話をしていただきます。 

皆様、多数ご受講くださいますようご案内申し上げます。 

＊開催要項＊ 

○開催日時：令和４年９月２９日（木）開場：午後１時００分 開会：午後１時２０分 

○開催場所：「アルカディア市ヶ谷(私学会館) ３階 富士」 

 東京都千代田区九段北４－２－２５ ＴＥＬ：０３（３２６１）９９２１ 

○参 加 料：お一人様 １０，０００円（受講料、資料代、コーヒー代を含む。） 

          

[テーマ] 今後の日本経済をどう読むか  

[時 間] １３：３０～１５：００     

[プロフィール]1961年東京生まれ。日本大学経済学部卒。経済紙の記者を経て、フリー・ジャーナリ 

ストに。「夕刊フジ」「週刊ポスト」「週刊新潮」などで執筆活動を続けるかたわら、テレビ朝日    

「ビートたけしの TVタックル」、読売テレビ「そこまで言って委員会 NP」、文化放送「須田慎一郎 

のこんなことだった！！誰にもわかる経済学」他、テレビ、ラジオの報道番組等で活躍中。また、 

2007年から 2012年まで、内閣府、多重債務者対策本部有識者会議委員を務める。政界、官界、    

財界での豊富な人脈を基に、数々のスクープを連発している。 

[主な著書]『コロナ後の日本経済』MdN新書(2020年 8月) 

『なぜカリスマ経営者は「犯罪者」にされたのか？』イースト新書(2019年 6月) 

 

経済ジャーナリスト 

須田 慎一郎氏 

１５：００～１５：１５ ＜休憩＞コーヒーブレイク 
         

[テーマ] 資本関係なくとも強い絆 ～家庭薬メーカーの共同施策～ 

[時 間] １５：１５～１６：４５ 

          [プロフィール]1959年東京都生まれ、桐朋学園大学音楽学部研究科修了。1985年小林製薬株式会社 

入社。同社では、のどの殺菌・消毒薬｢のどぬ〜る｣のプロダクトマネージャーとして製品化に携 

わり、その戦略が功を奏し、ターゲットとしていた龍角散の｢クララ｣を抜きトップシェアとなった。 

同社時代は｢龍角散を倒す｣ことを念頭に置いていたという。1994年株式会社龍角散入社。1995年 

8代目社長に就任、現在に至る。龍角散に入社当時は、負債が 40億円と倒産一歩手前であったと 

いう。そこから｢ゴホン!といえば龍角散｣を築き上げた。勇気ある挑戦を実行した、企業再生や企 

業間連携のドラマを語っていただきます。神田明神氏子総代。東京都家庭薬工業協同組合副理事長、 

厚生労働省社会保障審議会医療保険部会臨時委員。 

                  

株式会社龍角散 

代表取締役社長 

藤井 隆太氏 

○定   員：１１０人 

○申込締切日：令和４年９月２１日（水）ただし、定員に達し次第締め切らせていただきます。 

○キャンセル：令和４年９月２２日（木）以降はキャンセル料として参加料の全額を申し受けます。 

○お申込方法：下記参加申込書に所要事項をご記入の上、参加料を添えて下記までお申込みください。 

      なお、参加申込書はＦＡＸ：０３-３５４５-２１９０宛にご送信ください。 

○お振込み先：銀行名 商工組合中央金庫 本店営業部  当座 ２０００２０２ 

三井住友銀行   京橋支店   当座 ６２０６２８０ 

みずほ銀行    銀座中央支店 当座 １６４１６ 

         ※誠に勝手ながら送金手数料は、お申込者にてご負担願います。 

           口座名 「東京都中小企業団体中央会」 

○お問合せ先：〒104-0061 東京都中央区銀座２－１０－１８ 

      東京都中小企業団体中央会 労働課  担当：相川、野澤 

         TEL ０３（３５４２）０３８８（直通） 
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組合員企業からのお知らせ＜広告＞ 

【ファイナンシャルプランナーによる個別相談会】（要予約） 
 

   家計診断・住宅ローン・生命保険・損害保険・貯蓄の仕方・お金の運用・ライフプラン 
老後の生活・相続対策・不動産・住宅選びのポイントなどのご相談 

 

（問合せ先）株式会社 ＦＰソリューション 担当 辻畑 
            住所：〒104-0032 東京都中央区八丁堀１－１－３ 協栄八重洲ビル 5 階 

             TEL：０３－３５２３－２８５５   FAX：０３－３５２３－２８５７ 

             E メール：info@fp-s.jp        URL：http://www.fp-s.jp 

 

one point 

最近独身の方が増えているように思えます。そして、近所づきあいもなく一人で暮らしている方が多いのではない

でしょうか。ライフプランの相談のほとんどが夫婦の方ですが、一人の方のほうが今後のライフプランがすごく重要な

気がします。頼る人がいません。一人でどのように生きていくのかを真剣に考えていかないとならないのです。特に

働けなくなった時、一人で生活が困難になった時どうするのでしょうか。そんなリスクヘッジを考えながら、貯蓄をし

ていかないとなりません。貯蓄が難しいようであれば保険の加入の検討になってきます。それではどんな保険が適切

なのかを考えてみます。 

リスク１) 働けない状態になった場合 

もし、働けなくなった場合に生活はどうなるでしょうか。貯金で何とかなる方は保険に加入する必要はありません

が、貯蓄で何とかならない方は、働こうと思っている期間で損害保険会社の所得補償保険や生命保険会社が扱って

いる生活を保障する保険商品の検討になってきます。保険会社により保険金の給付条件が違うので要チェックです。 

リスク２) 老後、一人では生活できなくなった場合 

一人で生活が困難になってきた場合には施設に入ったほうがいいでしょう。そうなると施設に入るお金が必要に

なってきます。貯蓄からカバーできる方は、保険加入は必要ありませが、施設に入るお金を貯蓄からカバーできない

方は公的介護保険だけではカバーできないために民間の介護保険の検討になってきます。民間の介護保険は一時金

で給付金を受け取れるタイプと年金でもらえるタイプがあります。保険会社により保険金を受け取れる公的介護度と

給付内容が違うのでよく確認してください。 

 
おひとり様のライフプラン ～万一時のリスクヘッジ～ 

図表1-1-2 50歳時の未婚割合の推移（令和 3年度版厚生労働白書 厚生労働省HPより 
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 耳よりインフォメーション  2022.9 

　

UGS(Underground Gas Switch)設置のご案内

社会的な影響が大きい「波及事故」とＵＧＳを設置した場合

「波及事故」とは

一軒で起きた電気事故が他に波及し、付近一帯のビルや工場また一般家庭までも停電させてしまう事故のことです。

電力会社の配電用変電所の１つの配電線からは、平均1,500軒ものお客さまに電気が送られているため、一軒の

事故が原因で同一配電線の供給範囲が停電してしまう可能性があります。もし、事故が起きた場合でもお客さまの

構内でとどめることが重要です。

お客さまの施設が事故停電

波及事故

単独事故

通常の電気の流れ

波及事故時の電気の流れ

工場・病院・銀行・ビル・住宅など、

付近一帯が停電

×

配電用変電所の保護装置と、

遮断器が「ＯＦＦ」となり、

一帯が停電。

お客さま保護装置が作動し、電気をストップさせるので、

事故を起こした被害はお客さまだけとなります。

お客さま

構内事故

波及事故発生により周辺（一帯）が停電した場合、多額の賠償請求命令が下される事もあります。

ＰＡＳ/ＵＧＳ

あり

ＰＡＳ/ＵＧＳ

なし

電力会社の設備お客さまの設備

安全確保のため、電気主任技術者は点検で確認した不良設備機器・電線等の改善を指摘してきます。

年次（月次）点検報告書はキュービクルの診断書です！

年次点検報告等によって、「△更新推奨」「×不適合、推奨」の

点検項目は更新が必要となります。

「〇：良好」の数が少ない場合、総合的な判断で機器改修のご提案ではなく、キュービクルのリニューアル提案いたします。

キュービクル一式改修・部分改修（指摘事項）等、実績あるジェルシステムにお任せください。

調査・施工計画・工事・電力会社協議まで一手にお受け致します。

絶縁監視装置製造元

責任分界点

☆製品についてのお問合せ・お見積り
関東通信事業協同組合 国内事業グループ 担当：林

TEL 03-3508-0566  FAX 03-3508-0567

折り返し製造元の㈱ジェルシステムの担当よりご連絡いたします。

お客さま自身が維持管理して電気の安全を確保する、いわゆる自主保安が

原則となっていますので、責任の範囲を明確にされています。

電力会社とお客さまの保安上の責任範囲を分けている点（場所）を

「責任分界点」といいます。

ＵＧＳ

とは

電力会社とお客さまの保安上の責任範囲を分けている点（責任分界点）に設置される保護装置です。

お客様が設置をするためには、ただ機器を購入するだけでなく、現場状況（キャビネットの有無・停電時間帯・

仮設電源 他）を把握した上で施工を計画する必要があります。
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組合員企業からのお知らせ＜広告＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行  

関東通信事業協同組合 事務局 

営業時間 9：00～17：00 

各コーナーへのお問合せ・ご感想などはこちらまで 

ＴＥＬ：03-3508-0566 ＦＡＸ：03-3508-0567 

info@ktk.or.jp 

あなたの声をお聞かせ下さい 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    

・ エネオスビジネスカード(旧：JOMO系) (8/ 1より)    ハイオク・レギュラー・軽油 各 2.0円値下げ  

・ エネオス FCカード   (旧：日石系)   (7/16～8/15*)  ハイオク・レギュラー・軽油 各 5.0円値下げ 

・ 出光ステーションカード           (7/16～8/15*)  ハイオク・レギュラー・軽油 各 5.0円値下げ 
*エネオス FC と出光ステーションの 8/16 以降の単価変動については 9 月初め頃に FAX でご案内させて頂きます。 

◇各社の具体的なガソリン単価については国内事業グループ 林までお問合せ下さい。※上記価格に別途消費税がかかります。 
  

E ＴＣ カードを導入・切り換えをご検討の法人様をご紹介ください   ！ 

 
当組合では、新たに ETC カードの導入を検討されている企業、または既に他のカード会社の ETCカードを 

ご使用中で、もう少し管理の簡略化や利便性を求めている法人様を探しています。 

貴社の子会社、関連企業、お取引先等でそのような法人様がいらっしゃいましたら当組合へご紹介下さい。 

*ご紹介頂いた法人様と正式に契約が成立の折には、当組合の規定に沿って貴社(個人様)への薄謝礼をご用意させて頂きます。 

是非、ご連絡お待ちいたしております。 

アルコールチェック義務化 
  10月 1 日からのアルコール探知器使用のアルコールチェック義務化について 

2021年 11月の「道路交通法施行規則」の改正により、安全運転管理者の業務として「運転者の酒気帯びの有無につ

いての確認」が明文化され、運転前および運転後の酒気帯びチェックの義務化が 2022 年４月１日から施行されていま

す。その改正に伴い、アルコール検知器によるチェックの義務付けが１０月１日施行となっていましたが、半導体不足等に

よる最近のアルコール探知器の供給状況を踏まえ、警察庁では「当分の間、アルコール検知器の使用義務化に係る規定

を適用しないこととする（新府令附則第６項関係）」ことを検討しています。(詳しくは警察庁のＨＰにてご確認ください) 

正式に決定となりましたら改めてご案内いたします。 

貴社の取り扱い商品をご案内しませんか 
～新商品のご紹介、宣伝、催し物のお知らせ、業務提携等～ 

＊料金＊ 
・本誌への掲載：組合員企業様は掲載料無料！ 

・チラシを封入：封入手数料／1部につき 3 円 (税別) (発行部数 約 800 部)  

＊〆切＊ 
 毎月 10日（例：9 月 10日頃〆切 ⇒ 9 月 17 日頃発送の情報誌へ掲載） 

・本誌掲載原稿･･･word または excel で作成した原稿データを国内事業グループ 林(hayashi@ktk.or.jp)までメール送信して下さい。 

・封入チラシ ･･･ホチキス止めをして配布できる状態のものを 800部ご用意して頂き、事務局へお送り下さい。 

☆事前に商品内容を確認させて頂きます。まずは事務局 担当 林までご連絡下さい。誌面の関係で掲載をお待ち頂くこともございますのでご了承下さい。 

炎天下に置かれた車は、車内気温が 50℃以上、ダッシュボードの温度 

は約 70℃ほどの高温となります。ETC カードに搭載されている IC チップは、

熱の影響を受けやすいため、気温が高い車内に放置すると故障の原因に 

つながります。夏場は、車から離れるのが短時間だとしても、ETC カードを 

車載器に挿入したままにしないようご注意ください。


